
敦賀市ハラスメント相談フロー 【加害者が一般職の場合】

通報者 ・ 相談者 （本人又は第三者）

事実を伝えたい 相談したい

内部通報窓口 外部通報窓口

総務課(人事)

への通報

※匿名可

※電子申請可

外部弁護士

窓 口

※匿名可

内部相談窓口 外部相談窓口

市保健師

への相談

※面談形式

（日時要調整）

外部心理士

への相談

※面談形式

（月２回実施）

通

報

・
相

談

対

応

話を聞いてもら

うだけでよい

通報・相談した所で

相談記録として管理

する

※総務課（人事）に

は共有されない

人事関係の

相談を希望する

総務課（人事）に情

報共有。必要に応じ

てヒアリング実施

・通報・相談したことを理由に、通報・相談者が不利益な取扱いを受けることはありません。
（誹謗中傷や悪意のある虚偽申告は除く。）

・通報・相談者が希望しない限り、原則情報が他に伝わったり、調査対応に移ることはありません。
（匿名通報や緊急対応が必要な場合等は除く。）

有識者（外部弁護士 ※通報相談を

受ける外部弁護士とは別の方）

・ハラスメント対応への相談・助言

・ハラスメント認定の判断

・事案により、他有識者に意見を求め

たり、直接調査等も行う。

第三者・匿名

通報の場合

総務課（人事）で

事実確認※職員

へのヒアリング等

を実施

本人（被害を受け

た人）の希望によ

り、右の対応に移

行

通常の調査を希望する

ハラスメント処理委員会（内部） ５名

〇副市長（原則事案の関係部以外を担当す

る副市長） ※委員長

〇市長が指名する保健師、臨床心理士又は

公認心理師の資格を保有する職員 １名

〇市長が指名する法令審査を担当する職

員 １名

〇市長が指名する職員 ２名

結

果

市長に報告

対応完了

※ハラスメントの
認定がなければ

あっせん、職務上の指導など

※ハラスメント
認定

処分、人事上の措置

ハラスメント含め

どんな相談でもOK

～ 以下の対応に移ります ～

市長に報告

ハラスメント相談

職務上の相談も可

外部弁護士

窓 口

※通報と同じ窓口

（連絡方法も同じ）

※通報の件数や

内容は適宜報告



相談フロー 【加害者が特別職（市長・副市長・教育長）の場合】

通報者・相談者（本人又は第三者）

事実を伝えたい 相談したい
通

報

・
相

談

対

応

・通報・相談したことを理由に、通報・相談者が不利益な取扱いを受けることはありません。
（誹謗中傷や悪意のある虚偽申告は除く。）

・通報・相談者が希望しない限り、原則情報が他に伝わったり、調査対応に移ることはありません。
（匿名通報や緊急対応が必要な場合等は除く。）

第三者調査委員会の設置

（条例を提案して設置）

結

果

～ 以下の対応に移ります ～

※一般職と同じ窓口

外 部 弁 護 士 窓 口

外部弁護士による調査（一次調査）

・関係者の事実確認等の調査を実施

外部弁護士が一次調査の結果を市に報告。

併せて第三者調査委員会の設置など、今後の対応に関する提言を行う。

辞職・不信任議決

※ハラスメント行為が

明らかな場合等を想定

その他必要な対応


